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弁護士 北村亮典　　＊この記事は、2024年9月31日時点の法令等に基づいて書かれています。　

今回は、アパートの賃借人が行った隣人への度重なる
迷惑行為に対し、賃貸人が起こした賃貸借契約の無
催告解除と建物明渡し訴訟の顛末を解説いたします。

　令和元年5月に入居した賃借人が、2ヶ月も経た
ない7月初めから迷惑行為を始めて、他室の住人だ
けでなく、迷惑行為をしている賃借人までも110番
通報をして警察官が駆け付ける事態が複数回あり
ました。貸主は何度か注意しましたが改善がみられ
ないので、約５ヶ月が経った段階で、賃借人に対し
迷惑行為を理由として賃貸借契約解除の内容証明
郵便を送付して明渡しを求めました。
　このような、賃借人が他の住民への迷惑行為でト
ラブルを生じさせた場合は、賃借人の債務不履行
（近隣住民とトラブルを起こさないように努める義
務の違反）に該当しますので、契約違反を主張して
契約解除できれば、退去させることが可能となりま
す。しかし、賃貸借契約の解除では「信頼関係破壊
の法理」が適用されるので、認められるためには契
約違反の程度が、賃貸人と賃借人との信頼関係を
破壊するほどであることが必要です。
このため、裁判となった場合には、
・行為の程度と期間・回数はどれくらいか
・行為によってどんな結果（悪影響）が生じたか
・行為に対して賃貸人側はどんな対処をしたか
という点が問題となるのですが、解除の可否につい
ての明確な基準がないため、公表されている裁判例
をみて、その傾向を探っていく必要があります。
上記で紹介したケース結果は、東京地方裁判所令
和3年6月30日の判決で知ることができるので紹介
いたします。まず裁判所は、賃貸人側からの契約違
反に基づく無催告の解除を認めました。その理由に
ついて以下のように判断しています（一部中略）。

①「被告（迷惑行為をした賃借人）は、何ら合理
的な理由がないにもかかわらず，夜中や明け方
に他の居室を訪問し、インターホンを鳴らす、玄関
ドアをたたく、玄関ドアを勝手に開けるなどの行
為に及んだものであり、本件賃貸借契約の約款
12条4号の「粗野又は乱暴な言動により、他の
入居者に迷惑・不快の感を抱かせるおそれが明
らかな場合」といえるので解除事由があるものと
認められる。」
②「また，被告が原告（賃貸人）による度々の注意
に従わなかった上、被告の上記各行為によって、

102号室及び201号室が一旦空室又は空室と
なる見込みとなり原告が損害を被ったことなど
の事実関係によれば、原告と被告との間の信頼
関係が著しく損なわれる行為に当たるというべ
きであるから、本件賃貸借契約の約款15条8号
の解除事由があるものと認められる（なお，原告
による解除の意思表示後にも被告による迷惑行
為が継続したことで、令和2年3月に本件建物の
被告以外の全住人が退去したので、原告と被告
との間の信頼関係が著しく損なわれたままであ
ることが認められる）。」

　以上のように賃貸人の主張が認められて明け渡
し判決が言い渡されました。本件は、迷惑行為の発
生から契約解除の通告まで5ヶ月程度という比較
的短い期間で、裁判所が契約書の無催告解除条項
（債務不履行があったときに催告をしないで契約
解除できると定めたもの）の適用を認めた点で特徴
的といえますが、それだけ賃借人の行為の悪質性
が高かったと言えます。他室の全賃借人が退去して
しまったことも大きかったといえるでしょう。
　なお、このような事案では、賃借人の迷惑行為を
どのように裁判で立証するか、ということが課題と
なりますが、本件では、賃貸会社の従業員が作成し
た「時系列」「クレーム管理」と題する書面と従業員
の陳述書があり、それを裁判所は「具体的な内容が
記載されており不自然又は不合理な点もみられな
いから信用することができる」と判断していますので、
この点においても参考になる事例です。
＜本誌編集者より＞
このような入居者による迷惑行為トラブルで裁判ま
で発展するケースは多くはないと思われます。トラブ
ルが発生したら、事実調査をして、必要な注意をし、
それでも繰り返されるときは、何度でも注意をし続け
ます。そして、その記録を残しておきます。それでも止
まないときは、最後の手段として契約解除通告をする
のですが、その時期の決断が貸主側として重要です。
遅すぎると、他の借主の被る迷惑が大きくなり、最悪
は退去となってしまいます。そのために、行為のたびに
説得と注意をし、記録を残し、ある程度の期間で解決
しないなら契約解除通告に踏み切り、それで退去し
ないときは明け渡し訴訟という最終手段となるわけ
です。その最新の裁判事例をご紹介いたしました。
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管理スタッフからの現場レポート
　入居率を高くできる原状回復工事とは？　入居率を高くできる原状回復工事とは？
　「原状回復工事」と聞くと、どんな想いが頭の
中に浮かびますか？　「また経費がかかる」「昔は
借主が負担していたのに」「なるべく費用をかけた
くない」……などでしょうか。たしかに平成10年頃
までの原状回復は「入居時の状態に戻すこと」で
あり、費用の大半は借主が負担していましたが、
現在では「通常使用の損耗は貸主負担、故意・
過失の損耗は借主負担」という認識が全国で定着
しています。昔と比べて大家さんの負担が増えた
のですから、その対応が消極的になるのも理解で
きます。しかし、私たちは原状回復工事をネガティ
ブに捉えずに、「次の入居者募集で早く高く貸すた
めの重要な機会」と考えています。原状回復に積
極的に取り組めば、大家様の資産の価値を高める
貴重なチャンスとなるのです。そのように提案する
管理会社は少数かもしれません。
そこで今回は反面教師として、「わが社の原状回復
工事の失敗例」を紹介いたします。これらの反省
から「大家様の収益改善に役に立つ原状回復工事」
を積み上げてきました。

ケース①「クロスは壁だけでなく天井も」
　5年で退去した部屋の原状回復工事を検討した
ときのことです。壁のクロス張り替えは当然として
迷ったのが天井のクロスでした。壁と同様に経年
変化しているので
張り替えを提案し
ましたが、大家様
の「目立たないか
ら」という言葉に
従うことになりまし
た。工事が完了す
ると、真新しい壁
と、色の変わった天井の差が目立ち、余計に古く
見えるように感じました。そして案の定、内見した
お客様に「天井が気になった」と言われてしまい、
決めるのに数ヶ月の時間を要しました。大家様は「目
立たないから張り替えない」と強く主張したのでは
なく、「張り替えなくてもいいのでは？」と尋ねただ
けなので、プロとして正しい方針を提案すべきでし
た。数万円の経費カットを選択して、数ヶ月分の収
入ロスを招いたことを強く反省した工事でした。

ケース②「細かな部位の劣化を見過す」
　原状回復のたびにクロスや畳は新しくなりますが、見
過ごされて古いままになっているのが、木部の傷、コン

セントやスイッチカバーの変色や劣化
などです。築10年を過ぎると、周り
の壁や畳が新しくなることで余計に
目立つようになります。2月3月の繁
忙期のお客様は、引っ越しの期限に
迫られて早く決めてくれますが、閑散
期のお客様は「良い部屋があったら
引っ越そう」と考えているので、こう

いう細かな箇所もチェックされるのです。それが原因で
決めていただけなかったことがあるのが反省点です。

ケース③「まだ壊れていないから」

　ある原状回復工事で15年も使用したエアコンの取
り換えを提案したところ、「まだ壊れていないから」と
いう大家様の意見によっ
て、クロス張り替えだけ
で済ませて、まもなく入
居が決まりました。しかし、
暑くなった頃に、そのエ
アコンが故障し、入居中
に取り換えることになりま
した。最新のエアコンは
小さいので、故障したエアコンを取り外すと、クロス
に跡が残ってしまい、もう一度 張り替え工事が必要
になってしまいました。入居中に修繕工事をすると、
期日と時間調整に手間が取られ、家具などを汚さな
いための養生も必要になるので、空室時の工事より割
高になります。大家様には、二重のクロス工事と割高
な費用を負担させてしまうことになってしまいました。

　これらの失敗例から私たちが学んだことは、
・壁や床以外の細かな部位の経年劣化にも気を配る
・経費判断は短期視点でなく長期視点で答えを出す
・原状回復とリフォーム工事を合わせることでコス
　トカットの実現と重複工事を防ぐ
以上の３点です。このように、原状回復工事におい
ても、大家様の収益改善を目的にした提案ができる
ことが、管理会社に必要なスキルとなっています。
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900万戸の空き家問題と不動産業の役割
　総務省の調査によると、2023 年10月時点で全
国の空き家は 900 万戸に上り過去最多を更新しま
した。５年前の前回調査から 51万戸増えて30年
で約2倍となりました。このうち、居住や使用目的
のない「放置空き家」は 385万戸。そのうちの２
割強では腐朽・破損が確認されたようです。残る
約 515万戸は賃貸・売却用、別荘などですが、こ
の中にも管理が不十分で放置状態の空き家がある
とみられています。
　国土交通省は空き家対策に本腰を入れ始めてお
り、「空き家管理業」への参入を促すため、今年6
月に「空き家管理業に関するガイドライン」を作成
しました。これによると、空き家管理業の主な業
務は、定期的な訪問による換気や点検、除草や庭木
の手入れ、災害後の破損チェックなどです。
以下の3パターンをモデルとして上げています。
1. 空き家の管理相談ケース
困っている空き家所有者の相談窓口になる。例
えば、相続で実家を引き継いだけど、何から始
めればいいか分からない人の受け皿として機能
する。
2. 建物外部のみの管理委託ケース
所有者が家の中の整理をしている間、建物の外
側だけを不動産会社が管理する。相続した実家
の中はまだ片付いていないので、他人に入って
ほしくないけど、建物の外側や庭の様子を定期
的に確認してほしいといったニーズに応える。
3. 建物内部を含む全面的な管理委託ケース
不動産業者が建物の内外を含めて全面的に管理
を担う。相続した実家が遠方にあり、自分で管
理できない。将来の活用や売却に備えて、良い
状態を保ちたい人からの需要を想定している。
ガイドラインでは、空き家の管理ビジネスから、
売買、賃貸の仕事につながるメリットを強調してい
て、国が問題解消のために不動産業界の力を欲し
ているのがよく分かります。
隠れ空き家を見つけるシステム開発中
　国交省では空き家を判定できるシステムを開発
中です。これは、地図上の建物にカーソルを合わ
せると、空き家の確率をパーセントで示してくれる
もの。上水道使用状況、住民基本台帳、民間地

図情報などの複数のデータを分析し、空き家かど
うかを判定するシステムになるようです。日本の空
き家の数は膨大であり、冒頭の総務省の統計も調
査ごとの変動幅が大きく、実態把握の難しさが指
摘されています。新システムによって空き家が見つ
けやすくなれば、不動産取引が活性化し、リフォー
ムや賃貸、売買といった新たなビジネスチャンスに
なる可能性があります。また、国や自治体などから
空き家問題解決への支援が増えれば、不動産オー
ナーにとってもプラスになりそうです。

知らない間に「地下風俗利用」のリスク
　「賃貸住宅が知らぬ間に違法な目的で使用されて
いる！」という事例が増加しています。今年9月、
東京都内で違法な風俗店営業が摘発されました。
不動産会社の社長が、サブリース物件の一室を風俗
経営者に仲介し、契約時に管理会社やオーナーには
虚偽の情報を提出していたこと明らかになっていま
す。店舗型の風俗店は、全国的に都心部での新規
開業が難しくなっており、マンションの一室を利用し
た「地下風俗」が増加傾向にあります。特に、管理
人のいないマンションや、管理体制が緩い物件が狙
われやすいようです。定期的な物件の巡回や入居者
の職業・使用目的の厳格な審査が必要のようです。
過去にオーナーが逮捕された事例も
　大阪市の雑居ビルで、違法なわいせつDVDの
販売店に部屋を貸していたビルオーナーが逮捕さ
れた事件もあります。オーナーは警察から複数回
の警告を受けており、テナントの違法性を認識し
ながら賃貸していたことが問題視されました。た
とえ直接的に関与していなくても、違法性を認識し
ながら賃貸を継続することは犯罪とみなされる可
能性もあるようです。定期的な物件の用途確認や、
疑わしい活動が見られた場合は、すぐに警察へ相
談する必要があります。都内の賃貸管理会社経営
者は「不自然な人の出入りや、騒音などの苦情が
あった場合は迅速な調査が必要です。また、近隣
住民からの情報にも注意して、怪しい要素があれ
ば警察に対策を相談しています」と危機感を高め
ています。賃貸物件が犯罪に利用されるリスクは、
後々まで風評被害が続く可能性もあり、賃貸オー
ナーにとって深刻な問題です。日常的な警戒と問
題発生時の迅速な対応が不可欠といえるでしょう。


